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教育活動中に発生した事故に係る示談処理について 

 

 

１ 事故の概要 

板橋区立中台中学校生徒が、修学旅行中の令和６年９月１８日から令和６年９月

１９日にかけて、宿泊先であるホテルニューわかさの（１）部屋の壁、及び、（２）

部屋のテレビを破損した。 

 

２ 示談の相手方 

区外 事業者 

 

３ 示談成立年月日 

令和７年４月１日 

 

４ 示談金額 

金１８５，９００円 

 

５ 示談の処理 

区と被害者の間に、書面に定めるほか、何らの債権債務が存しないことを確認す

る示談書を取り交わした。 

 

６ 支払い 

示談に要する損害賠償金は、特別区自治体総合賠償責任保険の幹事会社である損

保ジャパン㈱から、令和７年４月１４日に支払われた。 

 

７ 専決処分 

  本件については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定並びに訴訟、和解及び損害賠償額の決定に関する専決処分の指定について（平成

１８年３月２日板橋区議会議決）により、下記のとおり、損害賠償額を区長専決処

分により決定した。（専決処分日 令和７年２月１３日） 


